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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ナトリウムと、バニリン、エチルバニリン、マルトール、及びエチルマルトールからな
る群より選択される少なくとも一種とを含有する飲料であって、以下の条件（ｉ）～（ｖ
）を満たす前記飲料：
（ｉ）波長６６０ｎｍにおける吸光度が０．０６以下であり、
（ｉｉ）純水を基準とした場合のΔＥ値（色差）が３．５以下であり、
（ｉｉｉ）飲料のｐＨが４．０～７．０であり、
（ｉｖ）ナトリウムの含有量が１～５０ｍｇ／１００ｍＬであり、そして
（ｖ）以下の条件（ａ）～（ｄ）のうちいずれか一以上を満たす：
　（ａ）バニリンの含有量が５～３００ｐｐｂである；
　（ｂ）エチルバニリンの含有量が５～３００ｐｐｂである；
　（ｃ）マルトールの含有量が５～１７０００ｐｐｂである；
　（ｄ）エチルマルトールの含有量が５～２００００ｐｐｂである。
【請求項２】
　飲料の甘味度が３～１０である、請求項１に記載の飲料。
【請求項３】
　ナトリウムを含有し、以下の条件（ｉ）～（ｉｖ）：
（ｉ）波長６６０ｎｍにおける吸光度が０．０６以下であり、
（ｉｉ）純水を基準とした場合のΔＥ値（色差）が３．５以下であり、
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（ｉｉｉ）飲料のｐＨが４．０～７．０であり、そして
（ｉｖ）ナトリウムの含有量が１～５０ｍｇ／１００ｍＬである：
を満たす飲料の製造方法であって、
以下の条件（ａ）～（ｄ）のうちいずれか一以上を満たすように、バニリン、エチルバニ
リン、マルトール、及びエチルマルトールからなる群より選択される少なくとも一種を配
合する工程を含む、前記方法：
　（ａ）当該飲料中のバニリンの含有量が５～３００ｐｐｂである；
　（ｂ）当該飲料中のエチルバニリンの含有量が５～３００ｐｐｂである；
　（ｃ）当該飲料中のマルトールの含有量が５～１７０００ｐｐｂである；
　（ｄ）当該飲料中のエチルマルトールの含有量が５～２００００ｐｐｂである。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ナトリウムを含有する無色透明飲料及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、消費者の健康意識や天然・自然志向を背景に、フレーバードウォーター（flavor
ed water）の人気が高まっている。フレーバードウォーターとは、ミネラルウォーター（
ナチュラルミネラルウォーターを含む）などの水に香料やエキス、果汁などの原料を加え
た適度な甘味を有する飲料で、ニアウォーターとも呼ばれる水のような無色透明な外観の
飲料である。フレーバードウォーターのような無色透明でありながら果実等の風味と適度
な甘味を有している飲料は、一般に、水の代わりに飲用できるようなすっきりとした味わ
いに加えて爽やかな風味を有しており、水と同程度、或いはそれ以上に飲みやすいという
特徴を有している。
【０００３】
　一方、運動や日常生活などでの発汗によって体から失われた水分やミネラル分を効率良
く補給するために、一定量のミネラルが配合された飲料を飲用することが効果的であるこ
とが知られている。
【０００４】
　ミネラルは特有の呈味を有することから、配合する飲料によっては、香味への影響があ
ることが知られている。ミネラルの呈味改善方法としては、例えば、特許文献１～５に示
されるような技術がこれまでに報告されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１７－１２００４号公報
【特許文献２】特開２０１６－４２８１２号公報
【特許文献３】特開２０１６－７１４９号公報
【特許文献４】特開２０１５－２１１６５１号公報
【特許文献５】特開２０１５－１６７５２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ミネラルのうちナトリウムはぬめり等の特有の感覚を呈するものの、ｐＨが４．０未満
の無色透明飲料ではナトリウム由来の不快なぬめりはほとんど感じられなかった。しかし
ながら、ｐＨが４．０以上である無色透明飲料にナトリウムを添加すると、飲用時にナト
リウム特有のぬめりが顕著に感じられるという問題が生じることが見出された。その原因
は、ｐＨが４．０以上の無色透明飲料では酸味が弱いため、口内において生じるナトリウ
ム特有のぬめりが感じられやすくなるものと考えられる。
【０００７】
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　そこで本発明は、ナトリウムを含有するｐＨが４．０以上の無色透明飲料において、飲
用時に感じられるナトリウム由来のぬめりを軽減することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意検討を行った結果、ナトリウムを含有するｐ
Ｈが４．０以上の無色透明飲料に、バニリン、エチルバニリン、マルトール、及びエチル
マルトールからなる群より選択される少なくとも一種の香気成分を添加することが有用で
あることを見出し、本発明を完成させた。
【０００９】
　即ち、本発明は、以下のものに関するが、これらに限定されない。
［１］ナトリウムと、バニリン、エチルバニリン、マルトール、及びエチルマルトールか
らなる群より選択される少なくとも一種とを含有する飲料であって、以下の条件（ｉ）～
（ｖ）を満たす前記飲料：
（ｉ）波長６６０ｎｍにおける吸光度が０．０６以下であり、
（ｉｉ）純水を基準とした場合のΔＥ値（色差）が３．５以下であり、
（ｉｉｉ）飲料のｐＨが４．０～７．０であり、
（ｉｖ）ナトリウムの含有量が１～５０ｍｇ／１００ｍＬであり、そして
（ｖ）以下の条件（ａ）～（ｄ）のうちいずれか一以上を満たす：
　（ａ）バニリンの含有量が５～３００ｐｐｂである；
　（ｂ）エチルバニリンの含有量が５～３００ｐｐｂである；
　（ｃ）マルトールの含有量が５～１７０００ｐｐｂである；
　（ｄ）エチルマルトールの含有量が５～２００００ｐｐｂである。
［２］飲料の甘味度が３～１０である、［１］に記載の飲料。
［３］ナトリウムを含有し、以下の条件（ｉ）～（ｉｖ）：
（ｉ）波長６６０ｎｍにおける吸光度が０．０６以下であり、
（ｉｉ）純水を基準とした場合のΔＥ値（色差）が３．５以下であり、
（ｉｉｉ）飲料のｐＨが４．０～７．０であり、そして
（ｉｖ）ナトリウムの含有量が１～５０ｍｇ／１００ｍＬである：
を満たす飲料の製造方法であって、
以下の条件（ａ）～（ｄ）のうちいずれか一以上を満たすように、バニリン、エチルバニ
リン、マルトール、及びエチルマルトールからなる群より選択される少なくとも一種を配
合する工程を含む、前記方法：
　（ａ）当該飲料中のバニリンの含有量が５～３００ｐｐｂである；
　（ｂ）当該飲料中のエチルバニリンの含有量が５～３００ｐｐｂである；
　（ｃ）当該飲料中のマルトールの含有量が５～１７０００ｐｐｂである；
　（ｄ）当該飲料中のエチルマルトールの含有量が５～２００００ｐｐｂである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、飲用時のナトリウム由来のぬめりが軽減された、ナトリウムを含有す
るｐＨが４．０以上の無色透明飲料を提供することができる。また、本発明では、ナトリ
ウム由来のぬめりの軽減とともに、すっきりした味わいや爽やかな風味が維持された無色
透明飲料を提供することができる。なお、本明細書において「ぬめり」とは、飲用後に口
内に感じるぬるっとした感触を意味し、「苦味」や「渋味」とは異なるものである。また
、本発明の「ナトリウム由来のぬめり」とは、ナトリウムの持つ特有のぬめりのことであ
り、他のミネラル由来のぬめりとは異なるものである。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の飲料及び関連する方法について、以下に説明する。
　特に断りがない限り、本明細書において用いられる「ｐｐｂ」は、重量／容量（ｗ／ｖ
）のｐｐｂを意味する。また、本明細書において下限値と上限値によって表されている数
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値範囲、即ち「下限値～上限値」は、それら下限値及び上限値を含む。例えば、「１～２
」により表される範囲は、１及び２を含む。
【００１２】
　（ナトリウム）
　本発明の飲料は、ナトリウムを含有する。本発明においてナトリウムは、飲食品に用い
ることができる塩の形態で、或いはこれらを豊富に含む海洋深層水や海藻エキスなどの形
態で飲料に添加することができる。本発明の飲料にナトリウムを配合することができる塩
としては、例えば、クエン酸ナトリウムや塩化ナトリウムなどが挙げられる。
【００１３】
　本発明の飲料におけるナトリウムの含有量は１～５０ｍｇ／１００ｍＬであり、好まし
くは５～４５ｍｇ／１００ｍＬ、より好ましくは１０～４０ｍｇ／１００ｍＬである。ｐ
Ｈが４．０～７．０の無色透明飲料におけるナトリウムの含有量が上記範囲内にある場合
、当該飲料を飲用したときにぬめりが顕著に感じられる。
【００１４】
　本発明において用いられるナトリウムが塩の形態にある場合は、これを遊離体（フリー
体）の量に換算した上で飲料中のナトリウムの含有量を算出することができる。また、本
発明に関する、飲料（試料溶液）中のナトリウムの含有量又は濃度は、ＩＣＰ発光分光分
析装置を用いて公知の方法により測定することができる。
【００１５】
　（バニリン、エチルバニリン、マルトール、エチルマルトール）
　本発明の飲料は、バニリン、エチルバニリン、マルトール、及びエチルマルトールから
なる群から選択される少なくとも一種を含有する。これらの成分は、二種以上又は三種以
上が含まれていてもよく、或いは四種全てが含まれていてもよい。なお、本発明に用いら
れるバニリン、エチルバニリン、マルトール、及びエチルマルトールの由来は限定されず
、それらは植物などの天然原料に由来するものでもよいし、合成品であってもよい。
【００１６】
　本発明の飲料中のバニリンの含有量は５～３００ｐｐｂ、好ましくは７～２５０ｐｐｂ
、より好ましくは１２～２００ｐｐｂである。飲料中のバニリンの含有量が５ｐｐｂより
小さいとナトリウム由来のぬめり感の軽減効果が不十分となる傾向にあり、一方、バニリ
ンの含有量が３００ｐｐｂを超えるとバニリン特有の風味が強くなりすぎて飲料自体の味
が損なわれるおそれがある。
【００１７】
　本発明の飲料におけるバニリン含有量の、ナトリウム含有量に対する重量比（バニリン
含有量／ナトリウム含有量）は、特に限定されないが、例えば０．００００８以上であり
、好ましくは０．００００９以上、より好ましくは０．０００１以上である。また、当該
重量比は、特に限定されないが、例えば０．０３以下であり、好ましくは０．０２５以下
、より好ましくは０．０２以下である。当該重量比は、特に限定されないが、例えば０．
００００８～０．０３であり、好ましくは０．００００９～０．０２５、より好ましくは
０．０００１～０．０２である。
【００１８】
　本発明の飲料中のエチルバニリンの含有量は、５ｐｐｂ以上、７ｐｐｂ以上、１２ｐｐ
ｂ以上、１５ｐｐｂ以上、２０ｐｐｂ以上、２５ｐｐｂ以上、３０ｐｐｂ以上、３５ｐｐ
ｂ以上、４０ｐｐｂ以上、又は４５ｐｐｂ以上である、本発明の飲料中のエチルバニリン
の含有量の上限は、特に限定されないが、３００ｐｐｂ以下であることが好ましい。エチ
ルバニリンの含有量は、より好ましくは２７５ｐｐｂ以下、２５０ｐｐｂ以下、２２５ｐ
ｐｂ以下、又は２００ｐｐｂ以下である。飲料中のエチルバニリンの含有量が５ｐｐｂよ
り小さいとナトリウム由来のぬめり感の軽減効果が不十分となる傾向にあり、一方、エチ
ルバニリンの含有量が３００ｐｐｂを超えるとエチルバニリン特有の風味が強くなりすぎ
て飲料自体の味が損なわれるおそれがある。本発明の飲料中のエチルバニリンの含有量は
、典型的には、５～３００ｐｐｂ、７～２７５ｐｐｂ、１２～２５０ｐｐｂ、１５～２２
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５ｐｐｂ、又は２０～２００ｐｐｂである。
【００１９】
　本発明の飲料におけるエチルバニリン含有量の、ナトリウム含有量に対する重量比（エ
チルバニリン含有量／ナトリウム含有量）は、特に限定されないが、例えば０．００００
８以上であり、好ましくは０．００００９以上、より好ましくは０．０００１以上である
。また、当該重量比は、特に限定されないが、例えば０．０３以下であり、好ましくは０
．０２５以下、より好ましくは０．０２以下である。当該重量比は、特に限定されないが
、例えば０．００００８～０．０３であり、好ましくは０．００００９～０．０２５、よ
り好ましくは０．０００１～０．０２である。
【００２０】
　本発明の飲料中のマルトールの含有量は、５ｐｐｂ以上、１０ｐｐｂ以上、１５ｐｐｂ
以上、２０ｐｐｂ以上、２５ｐｐｂ以上、３０ｐｐｂ以上、３５ｐｐｂ以上、４０ｐｐｂ
以上、４５ｐｐｂ以上、又は５０ｐｐｂ以上である、本発明の飲料中のマルトールの含有
量の上限は、特に限定されないが、１７０００ｐｐｂ以下であることが好ましい。マルト
ールの含有量は、より好ましくは１６５００ｐｐｂ以下、１６０００ｐｐｂ以下、１５５
００ｐｐｂ以下、１５０００ｐｐｂ以下、１４５００ｐｐｂ以下、１４０００ｐｐｂ以下
、１３５００ｐｐｂ以下、又は１３０００ｐｐｂ以下である。飲料中のマルトールの含有
量が５ｐｐｂより小さいとナトリウム由来のぬめり感の軽減効果が不十分となる傾向にあ
り、一方、マルトールの含有量が１７０００ｐｐｂを超えるとマルトール特有の風味が強
くなりすぎて飲料自体の味が損なわれるおそれがある。本発明の飲料中のマルトールの含
有量は、典型的には、５～１７０００ｐｐｂ、１０～１６５００ｐｐｂ、１５～１６００
０ｐｐｂ、２０～１５５００ｐｐｂ、又は２５～１５０００ｐｐｂである。
【００２１】
　本発明の飲料におけるマルトール含有量の、ナトリウム含有量に対する重量比（マルト
ール含有量／ナトリウム含有量）は、特に限定されないが、例えば０．００００３以上、
０．００００５以上、０．００００７以上、０．００００９以上、０．０００１１以上、
０．０００１３以上、０．０００１５以上、０．０００１７以上、又は０．０００１９以
上である。また、当該重量比は、特に限定されないが、例えば２．０以下、１．８以下、
１．６以下、１．４以下、１．２以下、１．０以下、０．８以下、０．６以下、又は０．
４以下である。当該重量比は、特に限定されないが、例えば０．００００３～２．０、０
．００００５～１．８、０．００００７～１．６、０．００００９～１．４、又は０．０
００１１～１．２である。
【００２２】
　本発明の飲料中のエチルマルトールの含有量は、５ｐｐｂ以上、１０ｐｐｂ以上、１５
ｐｐｂ以上、２０ｐｐｂ以上、２５ｐｐｂ以上、３０ｐｐｂ以上、３５ｐｐｂ以上、４０
ｐｐｂ以上、４５ｐｐｂ以上、又は５０ｐｐｂ以上である、本発明の飲料中のエチルマル
トールの含有量の上限は、特に限定されないが、２００００ｐｐｂ以下であることが好ま
しい。エチルマルトールの含有量は、より好ましくは１９５００ｐｐｂ以下、１９０００
ｐｐｂ以下、１８５００ｐｐｂ以下、１８０００ｐｐｂ以下、１７５００ｐｐｂ以下、１
７０００ｐｐｂ以下、１６５００ｐｐｂ以下、又は１６０００ｐｐｂ以下である。飲料中
のエチルマルトールの含有量が５ｐｐｂより小さいとナトリウム由来のぬめり感の軽減効
果が不十分となる傾向にあり、一方、エチルマルトールの含有量が２００００ｐｐｂを超
えるとエチルマルトール特有の風味が強くなりすぎて飲料自体の味が損なわれるおそれが
ある。本発明の飲料中のエチルマルトールの含有量は、典型的には、５～２００００ｐｐ
ｂ、１０～１９５００ｐｐｂ、１５～１９０００ｐｐｂ、２０～１８５００ｐｐｂ、又は
２５～１８０００ｐｐｂである。
【００２３】
　本発明の飲料におけるエチルマルトール含有量の、ナトリウム含有量に対する重量比（
エチルマルトール含有量／ナトリウム含有量）は、特に限定されないが、例えば０．００
００３以上、０．００００５以上、０．００００７以上、０．００００９以上、０．００
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０１１以上、０．０００１３以上、０．０００１５以上、０．０００１７以上、又は０．
０００１９以上である。また、当該重量比は、特に限定されないが、例えば２．０以下、
１．８以下、１．６以下、１．４以下、１．２以下、１．０以下、０．８以下、０．６以
下、又は０．４以下である。当該重量比は、特に限定されないが、例えば０．００００３
～２．０、０．００００５～１．８、０．００００７～１．６、０．００００９～１．４
、又は０．０００１１～１．２である。
【００２４】
　本発明に関する、飲料（試料溶液）中のバニリン、エチルバニリン、マルトール及びエ
チルマルトールの含有量又は濃度は、以下の方法により測定する。
　試料溶液を予め蒸留水で洗浄したＰＴＦＥ製フィルター（東洋濾紙社製、ＡＤＶＡＮＴ
ＥＣ　ＤＩＳＭＩＣ－２５ＨＰ　２５ＨＰ０２０ＡＮ，孔径０．２０μｍ、直径２５ｍｍ
）で濾過し、ＬＣ／ＭＳ測定に供する。定量値は標準添加法で算出する。ＬＣ／ＭＳ測定
条件は以下の通りである。
（ＬＣ分離条件）
　ＨＰＬＣ装置：Ａｇｉｌｅｎｔ　１２９０シリーズ（アジレントテクノロジーズ社製）
　　送液ポンプ：Ｇ４２２０Ａ
　　オートサンプラー：Ｇ４２２６Ａ（サーモスタット　Ｇ１３３０Ｂ付き）
　　カラムオーブン：Ｇ１３１６Ｃ
　　カラム：Ｃｏｒｔｅｃｓ　ＵＰＬＣ　Ｔ３（粒径１．６μｍ、内径２．１ｍｍ×１５
０ｍｍ、Ｗａｔｅｒｓ社製）
　　移動相Ａ：ギ酸０．１％水溶液
　　移動相Ｂ：アセトニトリル
　　流量：０．４ｍＬ／ｍｉｎ
　　濃度勾配条件：０．０～１．０分（５％Ｂ）→７．５（１００％Ｂ）、初期移動相に
よる平衡化４．５分
　　カラム温度：４０℃
　　試料注入：注入量２．０μＬ
　　質量分析装置への試料導入：１．５～１０分
（質量分析条件）
　質量分析装置：Ｑ　Ｅｘａｃｔｉｖｅ（サーモフィッシャーサイエンティフィック社製
）
　　イオン化方法：ＡＰＣＩ、ポジティブモード
　　イオン化部条件：
　　　Ｓｈｅａｔｈ　ｇａｓ　ｆｌｏｗ　ｒａｔｅ：３０
　　　Ａｕｘ　ｇａｓ　ｆｌｏｗ　ｒａｔｅ：５
　　　Ｓｗｅｅｐ　ｇａｓ　ｆｌｏｗ　ｒａｔｅ：０
　　　Ｃａｐｉｌａｒｙ　ｔｅｍｐ：３００℃
　　　Ｓｐｒａｙ　ｄｉｓｃｈａｒｇｅ　ｃｕｒｒｅｎｔ：４μＡ
　　　Ｐｒｏｂｅ　ｈｅａｔｅｒ　ｔｅｍｐ：３００℃
　　検出条件：
　　　Ｒｅｓｏｌｕｔｉｏｎ：１４００００
　　　ＡＧＣ　Ｔａｒｇｅｔ：３ｅ６
　　　Ｍａｘｉｍｕｍ　ＩＴ：１００ｍｓ
　　　Ｓｃａｎ　Ｒａｎｇｅ：１００　ｔｏ　１５００　ｍ／ｚ
定量イオン：バニリン　ｍ／ｚ＝１５３．０５４６２
　　　　　　エチルバニリン　ｍ／ｚ＝１６７．０７０２７
　　　　　　マルトール　ｍ／ｚ＝１２７．０３８９７
　　　　　　エチルマルトール　ｍ／ｚ＝１４１．０５４６２
【００２５】
　（無色透明飲料）
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　本発明の飲料は、無色である。飲料が無色であることは、測色色差計（ＺＥ２０００（
日本電色工業株式会社製）など）を用いて純水を基準として測定した際の透過光のΔＥ値
（色差）をもって規定することができる。具体的には、本発明の飲料は、純水を基準とし
た場合のΔＥ値が３．５以下である。ΔＥ値は、好ましくは２．３以下である。
【００２６】
　また、本発明の飲料は、透明である。「飲料が透明である」とは、いわゆるスポーツド
リンクのような白濁や、混濁果汁のような濁りがなく、水のように視覚的に透明な飲料で
あることをいう。飲料の透明度は、液体の濁度を測定する公知の手法を用いることにより
、数値化することができる。例えば紫外可視分光光度計（ＵＶ－１６００（株式会社島津
製作所製）など）を用いて測定した波長６６０ｎｍにおける吸光度をもって飲料の透明度
を規定することができる。具体的には、本発明の飲料は、波長６６０ｎｍの吸光度が０．
０６以下である。
【００２７】
　（ｐＨ）
　本発明の飲料のｐＨは４．０～７．０である。無色透明飲料のｐＨがこの数値範囲内に
ある場合、飲用時のナトリウム由来のぬめりが顕著に感じられるようになる。バニリン、
エチルバニリン、マルトール、又はエチルマルトールによるナトリウム由来のぬめりを軽
減する効果は、飲料のｐＨが当該範囲内で特に有益なものとなる。本発明の飲料のｐＨは
、４．３～６．５、４．５～６．２、又は４．７～５．９であってもよい。
【００２８】
　（酸味料）
　本発明の飲料は、酸味料を含有してもよい。本発明の飲料のｐＨは、酸味料の配合によ
り調整可能である。本発明において用いられる酸味料は、特に限定されないが、典型的な
酸味料の例は、クエン酸、リンゴ酸、乳酸、リン酸、酒石酸、グルコン酸、及びそれらの
塩である。特に、クエン酸、リンゴ酸、リン酸、及びそれらの塩が好ましい。本発明の飲
料は、一種の酸味料だけを含有してもよいし、二種以上の酸味料を含有してもよい。なお
、本発明に関して「酸味料」との用語を用いる場合、酸味料には、食品添加物だけでなく
、果汁由来の酸も含まれる。具体的には、当該飲料が果汁を含有し、果汁が例示された上
記の酸を含有する場合、その酸も酸味料とみなされる。
【００２９】
　（甘味度）
　本発明の飲料は、適度な甘味を有していてよい。本発明の飲料では、甘味度は、特に限
定されないが、例えば３～１０であり、好ましくは３～９であり、より好ましくは３～８
、さらに好ましくは３～７である。
【００３０】
　本明細書における甘味度とは、飲料１００ｇ中にショ糖１ｇ含有する飲料の甘さを「１
」とした、飲料の甘味を表す指標である。当該飲料の甘味度は、各甘味成分の含有量を、
ショ糖の甘味１に対する当該甘味成分の甘味の相対比に基づいて、ショ糖の相当量に換算
して、次いで当該飲料に含まれる全ての甘味成分のショ糖甘味換算量（果汁やエキス等由
来の甘味成分も含む）を総計することによって求められる。ショ糖の甘味１に対する各種
代表的な甘味成分の甘味の相対比は、表１に示す。表１に記載のない甘味成分については
、当該甘味成分を製造あるいは販売しているメーカーが提示する甘味度を用いたり、官能
評価より甘味度を求めたりすることができる。
【００３１】
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【表１】

【００３２】
　本発明の飲料では、甘味成分を用いて飲料の甘味度を調整することができる。甘味成分
としては、例えば、表１に記載されている甘味成分を用いることができるが、それ以外の
甘味成分を用いてもよい。好ましい甘味成分は、果糖、砂糖、異性化糖（果糖５５％）、
果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖、ショ糖、乳糖であり、特に好ましい甘味成分は、ショ糖で
ある。本発明の飲料は、高甘味度甘味料を用いない場合の方が本発明の効果を認識しやす
く、好ましい。なお、本明細書でいう高甘味度甘味料とは、ショ糖と比べて十倍以上の甘
味度を有する人工又は天然の甘味料を意味する。本発明においては、飲料中にこれら甘味
成分を甘味料として直接配合してもよいし、甘味成分を含有する果汁やエキス等を配合し
てもよい。
【００３３】
　（タンニン）
　本発明の飲料は、特に限定されないが、タンニンが多量に含まれると、飲料の着色が生
じることから、飲料中のタンニンの含有量が１５０ｐｐｍ以下であることが好ましい。飲
料中のタンニンの含有量が１５０ｐｐｍを超えると、飲料の着色が生じ、無色透明を維持
できなくなるおそれがある。また、タンニンには特有の渋味があり、タンニンが多量に含
まれると、飲料としての美味しさを損なうおそれがある。
【００３４】
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　（カフェイン）
　本発明の飲料には、好ましくはカフェインを含有する。飲料中のカフェインの好ましい
濃度は１００～２００ｐｐｍである。適度なカフェインの刺激により、本発明の効果をよ
り顕著に感じられるが、カフェインの濃度が２００ｐｐｍを超えると、カフェインの苦味
により、飲料としての美味しさを損なうおそれがある。
【００３５】
　（その他）
　本発明の飲料には、上記に示した各種成分に加えて、通常の飲料に用いられる香料、糖
類、栄養強化剤（ビタミン類など）、酸化防止剤、乳化剤、保存料、エキス類、食物繊維
、ｐＨ調整剤、品質安定剤などを、本発明の効果を損なわない範囲で添加することができ
る。特に、本発明の飲料は、無色透明であるという特徴上、エキスや果汁などの添加量が
著しく制限されるため、それを補うために香料が添加されていることが好ましい。より好
ましい香料は、紅茶フレーバー、コーヒーフレーバーやミルクフレーバーである。
【００３６】
　（飲料）
　本発明の飲料の種類は、本発明が対象とする無色透明飲料である限り特に限定されず、
清涼飲料であればよい。栄養飲料、機能性飲料、フレーバードウォーター（ニアウォータ
ー）系飲料、茶系飲料（紅茶、ウーロン茶等）、コーヒー飲料、炭酸飲料などいずれであ
ってもよいが、フレーバードウォーターが好ましい。当該飲料は、一実施形態において、
茶風味を有する飲料であることが好ましく、その中でも紅茶風味飲料であることがより好
ましく、ミルク紅茶風味飲料であることが特に好ましい。また、当該飲料は、他の実施形
態において、コーヒー風味を有する飲料であることが好ましく、中でもミルクコーヒー風
味飲料であることがより好ましい。一方、アルコール分を１％以上含有するアルコール飲
料は、含有されるアルコール分が本発明の効果を阻害する恐れがあるため、好ましくない
。
【００３７】
　本発明の飲料は、加熱殺菌をされ、容器に詰められた状態の容器詰飲料であることが好
ましい。容器としては、特に限定されず、例えば、ＰＥＴボトル、アルミ缶、スチール缶
、紙パック、チルドカップ、瓶などを挙げることができる。なかでも、無色透明な容器、
例えばＰＥＴボトルを用いると、本発明の飲料に特徴的な無色透明な外観を容器詰めの状
態で確認できることから、好ましい。加熱殺菌を行う場合、その種類は特に限定されず、
例えばＵＨＴ殺菌及びレトルト殺菌等の通常の手法を用いて行うことができる。加熱殺菌
工程の温度は特に限定されないが、例えば６５～１３０℃、好ましくは８５～１２０℃で
、１０～４０分である。ただし、上記の条件と同等の殺菌価が得られれば適当な温度で数
秒、例えば５～３０秒での殺菌でも問題はない。
【００３８】
　（方法）
　本発明は、別の側面では、ナトリウムを含有し、以下の条件（ｉ）～（ｉｖ）：
（ｉ）波長６６０ｎｍにおける吸光度が０．０６以下であり、
（ｉｉ）純水を基準とした場合のΔＥ値（色差）が３．５以下であり、
（ｉｉｉ）飲料のｐＨが４．０～７．０であり、そして
（ｉｖ）ナトリウムの含有量が１～５０ｍｇ／１００ｍＬである：
を満たす飲料の製造方法である。当該方法は、以下の条件（ａ）～（ｄ）のうちいずれか
一以上を満たすように、バニリン、エチルバニリン、マルトール、及びエチルマルトール
からなる群より選択される少なくとも一種を配合する工程を含む：
　（ａ）当該飲料中のバニリンの含有量が５～３００ｐｐｂである；
　（ｂ）当該飲料中のエチルバニリンの含有量が５～３００ｐｐｂである；
　（ｃ）当該飲料中のマルトールの含有量が５～１７０００ｐｐｂである；
　（ｄ）当該飲料中のエチルマルトールの含有量が５～２００００ｐｐｂである。
【００３９】



(10) JP 6470880 B1 2019.2.13

10

20

30

40

　また、当該方法は、当該飲料を飲用したときに感じられるナトリウム由来のぬめりを軽
減することができるため、本発明は、当該飲料におけるナトリウム由来のぬめりを軽減す
る方法にも関する。
【００４０】
　飲料中の成分の種類、その含有量、成分の重量比、吸光度、色差、ｐＨ、甘味度、及び
その好ましい範囲、並びにその調整方法については、本発明の飲料に関して上記した通り
であるか、それらから自明である。そのタイミングも限定されない。例えば、上記工程を
、吸光度の調整工程、色差の調整工程、ｐＨの調整工程、甘味度の調整工程、ナトリウム
含有量の調整工程などの他の工程と同時に行ってもよいし、別々に行ってもよいし、それ
らの工程の順番を入れ替えてもよい。最終的に得られた飲料が、上記の条件を満たせばよ
い。
【実施例】
【００４１】
　以下に実施例に基づいて本発明の説明をするが、本発明はこれらの実施例に限定される
ものではない。
【００４２】
　（試験例１）
　下記の表に示した量で原料を水と混合して飲料を調製した。飲料のｐＨは、リン酸と水
酸化カリウムを用いて下表の通り調整した。なお、試作品１－１７、２－１７、３－１８
及び４－１８ではリン酸と水酸化カリウムは使用しなかった。得られた飲料について、分
光光度計（ＵＶ－１６００（株式会社島津製作所製））により波長６６０ｎｍにおける吸
光度を測定し、測色色差計（ＺＥ２０００（日本電色工業株式会社製））により純水に対
する透過光のΔＥを測定した。全ての飲料において、吸光度は０．０６以下であり、純水
に対する透過光のΔＥは３．５以下であった。
【００４３】
　各飲料について、３名の専門パネラーにより、飲用時にナトリウム由来のぬめりを感じ
るかどうかの官能評価試験を実施した。具体的には、ナトリウム由来のぬめりを強く感じ
る場合を１点、ぬめりを感じない場合を６点として、１～６点の６段階で評価した。その
評価の平均点を下記の表に示す。なお、パネラー間では、評価基準となるサンプルを使用
してぬめりの強さとそれに対応する点数との関係を確認し、点数付けがなるべく共通化す
るようにしてから評価試験を実施した。
６点：ぬめりを感じない
５点：ぬめりをほとんど感じない
４点：ぬめりをわずかに感じる
３点：ぬめりをやや感じる
２点：ぬめりを明らかに感じる
１点：ぬめりを強く感じる
とし、１～２点をフレーバーウォーターらしいすっきりした味わいや爽やかな風味を維持
していない、３～６点をフレーバーウォーターらしいすっきりした味わいや爽やかな風味
を維持している、と評価した。
【００４４】
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【表２－１】

【００４５】
【表２－２】

【００４６】
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【表２－３】

【００４７】
【表３－１】

【００４８】
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【表３－２】

【００４９】
【表３－３】

【００５０】
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【表４－１】

【００５１】
【表４－２】

【００５２】
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【表４－３】

【００５３】
【表５－１】

【００５４】
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【表５－２】

【００５５】
【表５－３】

【００５６】
　上記の表で明らかな通り、バニリン、エチルバニリン、マルトール、及びエチルマルト
ールはナトリウム由来のぬめりを軽減した。また、バニリン、エチルバニリン、マルトー
ル、又はエチルマルトールの含有量と、バニリン／ナトリウム、エチルバニリン／ナトリ
ウム、マルトール／ナトリウム、又はエチルマルトール／ナトリウムの重量比が特定範囲
にあると、特に優れた効果が得られた。なお、試作品１０と１２の結果から、飲料のｐＨ
が４．０以上である場合にナトリウム由来のぬめりが顕著に感じられ、ぬめりを軽減する
バニリンの能力が効果的に発揮されることが確認できた。エチルバニリン、マルトール、
及びエチルマルトールにおいても、同様の効果が発揮されることが確認できた。
【００５７】
　表６に示す配合にて、ミルク紅茶風味のフレーバーウォーターを製造した。加熱殺菌を
行った後、試験例１と同様の方法にて、官能評価試験を行った。
【００５８】
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【表６】

【００５９】
　バニリンの添加により、ナトリウム由来のぬめりの軽減効果が確認できるとともに、ミ
ルク風味が強化されていることが確認できた。
【要約】
　本発明の課題は、ナトリウムを含有するｐＨが４．０～７．０の無色透明飲料において
、飲用時に感じられるナトリウム由来のぬめりを軽減することである。
　ナトリウムを含有するｐＨが４．０～７．０の無色透明飲料において、バニリン、エチ
ルバニリン、マルトール及びはエチルマルトールからなる群より選択される少なくとも一
種を飲料に配合する。
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